＜債　権　回　収＞
副題＝頭脳的な債権回収方法

３．債権回収のための時効中断措置

時効中断

　債権回収においては、実際の請求や回収が思うように行かない場合、その儘時が経過すれば時効により債権自体が消滅する。債権が一旦時効にかかると、それまで如何に債権回収に奔走したとしても、それは労多くして功少なしどころか、以後は債務者が進んで任意に支払わないかぎり、債務不履行に伴う契約解除や、損害賠償請求もできず、それは“本も子もなくなる”ということである。したがって、確実な見込みが立たない債権回収にあっては時効中断が先決事項となることは言うまでもないことである。

商事債権の時効は短期である

一般の個人間の“契約及び裁判等”で確定した民事債権の時効は１０年であるが、商取引上の貸付金や地代、家賃、その他の賃貸料などの商事債権は５年間、約束手形の振出人に対する請求権や不法行為による損害賠償請求権は３年間、商品の売掛金や塾の月謝、理美容院の代金、保険金の請求などは２年間、約束手形の裏書人に対する遡及権やホテル・旅館の宿泊代、大工・左官などの賃金、旅客・貨物などの運送賃金、レストラン・料理屋等の飲食代などの債権は１年間、小切手の振出人・裏書人に対する遡及権は６ヶ月間と短い。本項で掲げていないその他の短期消滅時効については後述する。（＊を参照）
商取引の種類や形態によって異なる時効の期間について
ちなみに酒店店頭で立ち飲みする客にビールや日本酒などを掛売りすれば、（接客サービスが加われば風営法や食品衛生法で禁止されている）、その代金債権の消滅時効の期間は２年だが、バーやスナック、居酒屋での飲酒代は１年である。そこで両者の時効期間の差について考察すると、客である債務者の立場では、両者共に同一の商品にかかる債務である点、消滅時効の期間も同様にすべきと考えられなくもないが、その期間の相違は、商取引の種類、形態、サービスの内容等が異なる点に着目し、区別されているのではないかと思われるが、その意義は時効制度の趣旨であるところの“永い間、権利の上に眠っていた者には保護を拒否する”という立法趣旨と相俟って、時効の期間については、同一商品にかかる商取引であっても、その販売やサービスの種類や形態ごとに合目的的に区別されているものと思われる。
思うに前述の例では、バーやスナック、居酒屋での飲酒は場所代の他ホステスや仲居などの人件費がかかっていることから、商品代の他に接客サービス料などが加わっていることであろう。その点で酒店店頭での立ち飲みとでは代金にも差があるのが普通である。この点から両者を比較すると、バーやスナック、居酒屋での飲酒と酒店店頭での飲酒とでは、明らかに商業形態が異なるものと言えよう。
なお、所謂現金商売（現金売又は当座売）が原則となっているような商取引若しくは慣行上は直ちに現金で支払うべきものとされているような事務の委任やサービス、労務の提供にかかる債権ほど短期消滅時効になっている。例としては＊労働者の給料、弁護士・公証人の報酬や手数料などは２年、医師・産婆・薬剤師の治療費や調剤費等は３年、国税・地方税や年金・恩給などの公的給付にかかる債権にあっては５年である。その他の短期消滅時効については、「商事債権の時効は短期である」の項で述べた。（＊を参照）
時効中断事由
　時効中断事由として民法が定めるものには「請求」、「差押」、「仮差押」、「仮処分」、「（債務者）の承認」、などがあり、判例によるものとしては「債務者の弁済猶予申出」がある。
「請求」には訴訟提起による「裁判上の請求」と催告としての「裁判外の請求」がある。なお「広義の裁判上の請求」として「支払督促（旧支払命令）申立手続」、「和解の呼出し・任意出頭」、「破産手続参加」、「破産宣告の申立」等がある。
　此処での解説は、便宜上「裁判外の請求」、「裁判外の請求による時効中断期間と立証責任」、「立証能力を高めるための工夫」、「時効の援用について」、「承認」、「裁判上の請求」、「差押」、「仮差押」、「仮処分」・・・の順とする。
裁判外の請求

一口に「裁判外の請求」と言ってもその形態は様々である。個人事業のような零細な場合と会社のように規模の大きい場合とでは、請求のシステム化の度合いとしては大きな開きがある。また事業規模の大小に拘わらず、商取引の形態や商慣行によっても請求の方法が異なっていると言えよう。例としては、製造元や卸問屋が商品の出荷・納品と同時に納品書と請求書を一緒に相手方に送付するケースが一般的であろう。継続取引の場合は毎月の支払期に対応する一定時期に請求書を送付したり、あるいは電話やファックス、オンライン端末を通じて請求したり、また慣行によっては取引先まで出向いて集金することもある。いずれの場合でも製品や商品などの販売代金の支払いにつき請求することでは、口頭による催告であろうが私製文書による請求書であろうが、「裁判外の請求」であることに変わりはない。
「裁判外の請求」による時効中断期間と立証責任
「裁判外の請求」による時効延長は請求時より６ヶ月間と短いことに加え、その請求の目的は催告に他ならないことから、その効果は一回だけの時効延長に止まるものであり、以後は何回請求しても、再び時効が延長されるというものではなく、その意味で「裁判外の請求」は、「裁判上の請求」をなすための準備期間的なものと言えよう。
また、「裁判外の請求」として、通常行われる請求行為につき、その証明力の問題について見ると、例えば債権者が日常的に使用している市販タイプの請求書用紙で請求書を作成した上で、単に債務者宛に送付又は手渡しにより直接債務者に交付した場合、後日、債務者が裁判外及び裁判上で、その請求書の授受について否認したり、あるいは、請求を受けたことの否認に止まらず、債務者が債権者に対し、口頭でなした「弁済猶予の申出」や「債務の承認」までも否認するようなことがあると、債権者が時効中断のために行った「裁判外の請求」は、その事実につき債権者サイドにおいて立証しなければならないのである。

立証が困難なケースとしては、債務者に請求はしたが、その証明資料が手元にない場合、あるいは、それらしき資料を保存していたとしても、その資料が内容において、事実証明として認定されるだけの証明力を有するものでない場合などがある。つまり、請求したことの証明が客観的に見て、それが確固たる裏付となるようなものでないと債務者の反対主張を覆す証拠として認定され難くなるのである。

債権者がなした請求につき債務者側が否認しかねないケースとしては、「控えのない請求書の送付」、「控えがあっても、複写式でないものや日付の記載がないもの」若しくは「日付の記載があっても、通し番号がないもの」、又は「通し番号があっても、他の控えとの関係では時系列上整合性のないもの」、「日付の記載があっても作成日時や送付日時について、確証が得られないもの」、「控えがない請求書を書留によらず郵送した場合」等々のケースでは、後々の裁判や裁判外の紛争処理においては、債務者の主張、反論が例え債権者側から見て、虚偽によるものと推測できる場合でも、そのことと債権者がなした請求の事実ついての立証責任は債権者が負うことになるのが訴訟法上の流れである。

したがって、請求したことの証明とはなり難いような資料では、証拠方法としても役立たないばかりか、例え債務者側の主張は真実に反するという主張をしてみても、結局のところ、そのような証拠能力の乏しい資料では、債務者に反対主張の口実を与えることになり、その意味では、時効中断措置を目的とした請求の方法については、常日頃より、請求書や催告書などは、内容証明郵便による模範書式例を作成するなどして、イザという時のために準備しておくべきである。ちなみに現在では、２４時間、オンラインによる“電子内容証明郵便サービス”が利用できる。
· 電子内容証明郵便サービス申し込みは下記URLより可能です。
http://www3.hybridmail.go.jp/mpt/
立証能力を高めるための工夫
商取引の慣行上、通常の請求は電話だけで行っている場合があるが、気付いた時には、既に不良債権化し、しかも消滅時効完成間近という場合でも電話による有効な時効中断方法がないわけではない。このような場合は、後日のための証拠保存として、日頃から電話応対記録簿を付けることが肝要であり、また内容証明郵便を出すにも時間がなく緊急を要する場合は、電話応答記録簿を付けると同時に会話を録音しておくのも有効な手である。尤も会話の内容を証拠資料として裁判所に提出する場合は、文書として書き記したものを提出する必要がある。
電話による請求につき記録すべき内容としては、電話をかけた日時、商品販売日時（商品納入日時）、請求にかかる品目、数量、請求金額、相手方債務者本人の氏名、称号、応答者の氏名、債務者本人との間柄（担当職種名）、相手方債務者の意向、応答者の意向、弁済期や支払期限猶予の約束等の詳細について、中でも特に重要なのは電話で催告をなした日時については、後日になっても相手方が嘘の証言ができないようにシッカリと押えておかなければならない。

そのためには予め用意した請求日時や請求の趣旨を相手方にメモさせた後、さらに相手方に復唱させる方法が良い。
尤も継続取引などにおける相手方債務者に対しては、債権回収に走るような事態に立ち至る以前において、請求の実績がある場合、それが毎月の請求書の控えや郵便物発信簿などの記載のほか、売掛勘定を記した会計帳簿との符合をもって裁判上の証拠資料となすこともできる。
いずれにしても、後になって債権者の請求済みの主張に対し、債務者が悉く否定するようなことになれば、債権者にとっては甚だ厄介なことになるので、「裁判外の請求」に当たっては、不測の事態を想定し、原則として内容証明郵便によるか、あるいは債務者が請求を受けたことを記した書類を作成し、債務者サイドで債務者本人または代理権を有する支配人やその他の権限ある従業員等が署名したものを法務局・公証人役場にて確定日付を得るなどして、後日の証となるような方法をとるべきである。
　時効の援用について
　時効の援用については、民法では「時効は当事者が之を援用するに非されば裁判所之に依りて裁判を為すことを得ず」と定めている。これを解りやすく言うと、「裁判所は当事者が時効の主張をした場合にかぎり、これを取り上げ裁判することができる」ということであり、そこで債権者にとって都合が良いことは、例えば債務者が時効援用の主張をせず、他の事由に基づいて（例：支払済みと勘違いして）債務不存在を主張をしている場合、裁判所は時効について裁判をすることができないということであるから、債務者が時効により債権が消滅していることを知らずして、そのため時効の援用につき主張がない場合には債権者は、時効による債権消滅後においても、債務者に対し、引き続き請求することができるのである。
　尤も債務者本人が消滅時効を知らずして、また意図的に時効援用の主張をしない場合であっても、債務者の保証人や物上保証人（債務保証のため自己の所有物を目的として抵当権などの担保権を設定した者）は時効の援用につき主張できる。
なお、判例によると「債権は消滅時効の完成とともに当然消滅し、援用をまって初めて消滅するものではなく、援用は債権がすでに時効によって消滅したことを主張する訴訟上の防御方法にすぎない」と判示しているから（大判昭9･10･3新聞3757-10）債務者としては、時効の援用につき必ずしも裁判において主張するまでもなく、債権者が消滅時効を知らずして請求してくる場合は、直接債権者に対し消滅時効を理由とした債務不存在を主張すれば良いことでもある。この点、債権者としては、そのような時点においては、最早無駄な費用を投じてまで裁判を起こすことの意味がないということを知っておくことも大切なことである。
滅多にないことではあるが、時効によって消滅した債権につき、債務者が道義的責任から時効による利益を受けることを善しとしない場合、債務者から進んでの弁済を受けることは、何ら差し支えないことであるから、その意味では時効により消滅した債権の回収も債務者次第で可能になる場合があると言える。
これは、例えば賭博による掛け金や利息制限法上の制限利率を超える利息債権など不法原因給付や元々責任のない債務、和議により一部免除をうけた部分の債務等、強制履行を求めることができない、つまり、訴権のない債務につき債務者が進んで弁済すれば、有効な弁済になると言われている所謂自然債務とは意味合いを異にするものである。（次回につづく）
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